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区政報告
ニュース

安
倍
政
権
は
、
今
年
10
月
か
ら
ホ
ー

ム
ヘ
ル
パ
ー
が
高
齢
者
を
訪
問
し
、

調
理
や
掃
除
を
お
こ
な
う
介
護
保
険

の
「
生
活
援
助
」
を
一
定
回
数
以
上

利
用
す
る
場
合
、
ケ
ア
マ
ネ
ジ
ャ
ー

に
区
市
町
村
へ
の
届
け
出
と
地
域
ケ

ア
会
議
で
の
検
証
を
義
務
付
け
ま
し

た
。
基
準
回
数
は
、
要
介
護
１
で
月

27
回
（
左
表
参
照
）
な
ど
で
す
。

回
数
が
多
い
事
例
と
し
て
指
摘
さ

れ
た
内
容
は
、
８
割
が
認
知
症
、
７

割
が
独
居
。
買
い
物
か
ら
３
食
調
理
、

配
膳
・
下
膳
、
服
薬
確
認
、
掃
除
、

洗
濯
な
ど
生
活
援
助
が
在
宅
生
活
を

支
え
て
い
る
事
例
で
し
た

（
下
グ
ラ
フ
）
。

も
と
も
と
介
護
保
険
は
、
要
介

護
認
定
と
給
付
の
上
限
額
が
決
め

ら
れ
そ
の
範
囲
で
サ
ー
ビ
ス
が
受

け
ら
れ
る
こ
と
が
大
前
提
で
す
。

今
回
の
基
準
回
数
の
設
定
は
、
必

要
な
生
活
援
助
サ
ー
ビ
ス
の
抑
制
、

利
用
制
限
に
つ
な
が
り
か
ね
な
い

も
の
で
す
。
「
保
険
あ
っ
て
介
護

な
し
」
に
し
て
は
い
け
ま
せ
ん
。

住
み
慣
れ
た
居
宅
で
住
み
続
け
る

た
め
に
必
要
な
生
活
援
助
サ
ー
ビ

ス
提
供
こ
そ

区
の
責
務
で

す
。

町屋事務所のメールアド

レスを変更しました。

kouji.office@gmail.com

です…

６月４日(月)
午後６時～８時

横山区議事務所

町
屋
６
丁
目
に
あ
っ
た
人
形
の
吉
徳

流
通
セ
ン
タ
ー
の
建
物
が
解
体
さ
れ
、

広
い
敷
地
が
姿
を
現
し
ま
し
た
。
隅
田

川
沿
い
は
、
か
つ
て
工
場
や
倉
庫
な
ど

が
立
ち
並
ん
で
い
ま
し
た
。
い
ま
は
、

そ
の
多
く
が
マ
ン
シ
ョ
ン
に
な
っ
て
い

ま
す
。
残
さ
れ
た
中
で
も
大
き
な
面
積

を
持
っ
て
い
た
の
が
吉
徳
流
通
セ
ン
タ
ー

で
し
た
。
だ
い
た
い
が
マ
ン
シ
ョ
ン
に

変
身
す
る
の
が
通
例
で
す
。
当
然
、
地

権
者
や
デ
ベ
ロ
ッ
パ
ー
の
意
向
に
よ
っ

て
決
ま
る
の
で
、
あ
れ
こ
れ
は
言
え
ま

せ
ん
。
し
か
し
、
い
ま
ど
う
い
っ
た
住

宅
が
必
要
か
考
え
て
み
ま
し
た
。
ち
ょ

う
ど
都
営
住
宅
の
募
集
中
で
す
。
ご
高

齢
の
方
が
民
間
ア
パ
ー
ト
に
入
居
す
る

こ
と
に
は
、
大
き
な
困
難
が
あ
り
ま
す
。

都
営
住
宅
も
数
が
少
な
く
「
宝
く
じ
」

と
同
じ
と
い
わ
れ
る
倍
率
で
す
。
一
定

の
空
き
地
を
見
る
と
「
公
的
利
用
が
で

き
な
い
か
」
「
新
規
都
営
住
宅
が
建
て

ば
ど
ん
な
に
助
か
る
か
」
と
思
い
な
が

ら
街
の
風
景
を
眺
め
る
日
々
で
す
。

（
横
山
幸
次
）

裏面 区の「民泊規制

条例」賛成討論…など

弁護士と横山区議が相談をお受けし

ます。お急ぎの場合は、北千住法律事

務所の相談日などご紹介します。

生活相談は、随時受付ています。

TEL&FAX ３８９５－０５０４

不在時は、留守電へ、後で連絡します。

区役所控室 ３８０２－４６２７

☆電化通り沿いの12階都営

住宅、下は、吉徳流通セン

ター解体工事現場

このたびホームページを全面的にリニューアルし

ました。横山幸次区議のブログやツイッターなどの

投稿、毎週のニュース（ＰＤＦ版）掲載、議会報告

やまちの話題などお届

けします。また、スマー

トフォンの画面でも閲

覧できます。できる限

り役立つ情報も含めて

お届けします。ぜひご

らんいただきご意見を

お寄せ下さい。

アドレス http://www.yokoyama-kugi.com/

生活援助サービス
訪問介護のうち、入浴、食事、

排せつなど直接身体に触れる

「身体介護」以外のサービス。

掃除、洗濯、調理など日常生活援助

で、住み慣れた居宅で暮らし続ける

ために欠かせないサービス。

☆厚労省がこ

れを超えるも

のは「通常の

利用と著しく

異なる」とす

る生活援助制

限基準です



「民泊」新法
制限する地域 区内全域 区域の制限なし

制限する期間
月曜日正午～土曜日正午
までは宿泊事業禁止（祝
日を除く）。

年間１８０日まで宿
泊事業ができる

近隣住民説明
事業者は、近隣住民に事
業開始前に周知する（７日
前まで）

法に規定無し

届出住宅の公表
区として届出内容を公表
する。

法に規定無し

廃棄物処理責任
事業者が自らごみを適正
に処理する。

法に規定無し

苦情への対応
事業者は、苦情内容の対
応を記録、３年間保管す
る。

法に規定無し

緊急対応
家主不在型の場合１㎞以
内に管理者が常駐。

法に規定無し

備考
営業者の遵守義

務
営業時間中に営業従事者
を常駐

これまで指導事項
を義務化

簡易宿所の玄関
帳場

簡易宿所についても玄関
帳場の設置（営業時間中
の営業従事者の常駐も）

これまで指導事項
を義務化

標識の設置
旅館業を経営する際、近
隣住民に計画を周知する

これまで指導事項
を義務化

説明会の開催
旅館業の許可申請予定者
の近隣住民への説明会や
戸別訪問で計画を説明

これまで指導事項
を義務化

荒川区「民泊」条例の概要
条例の内容

条例改正内容
荒川区旅館業法施行条例の概要

「
住
宅
宿
泊
事
業
の
運
営
に
関
す
る

条
例
」
は
、
「
（
民
泊
に
）
起
因
す
る

騒
音
そ
の
他
の
事
象
に
よ
る
生
活
環
境

の
悪
化
を
防
止
す
る
」
（
住
宅
宿
泊
事

業
法
第
18
条
）
た
め
区
独
自
の
規
制
を

お
こ
な
う
も
の
で
す
。

日
本
共
産
党
は
、
「
住
宅
宿
泊
事
業

法
」
（
民
泊
新
法
）
に
つ
い
て
、
安
全

や
衛
生
な
ど
の
確
保
を
定
め
た
旅
館
業

法
の
許
可
も
な
く
、
近
隣
の
住
民
の
生

活
環
境
を
脅
か
す
「
違
法
民
泊
」
を
届

出
だ
け
で
営
業
を
認
め
る
も
の
で
反
対

し
ま
し
た
。
同
時
に
、
法
成
立
後
は
、

施
行
を
一
時
凍
結
し
、
ま
ず
違
法
民
泊

の
実
態
把
握
と
取
り
締
ま
り
を
お
こ
な

う
よ
う
求
め
て
き
ま
し
た
。
荒
川
区
内

に
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
サ
イ
ト
だ
け

で
５
０
０
軒
余
の
民
泊
の
存
在
が
確
認

さ
れ
、
騒
音
や
ゴ
ミ
出
し
ト
ラ
ブ
ル
の

苦
情
が
区
に
寄
せ
ら
れ
て
き
ま
し
た
。

民
泊
営
業
は
、
区
内
全
域
で

土
、
日
、
祝
日
だ
け
…
な
ど

本
条
例
は
、
第
一
に
、
区
内
全
域
に

わ
た
っ
て
民
泊
事
業
を
土
日
祝
日
に
限

定
、
年
間
１
１
５
日
に
規
制
、
第
二
に
、

近
隣
住
民
へ
の
周
知
、
届
け
出
事
業
者

の
公
表
、
事
業
者
に
よ
る
廃
棄
物
処
理

責
任
、
苦
情
対
応
と
そ
の
記
録
と
３
年

間
の
保
存
、
第
三
に
、
違
反
者
へ
の
指

導
勧
告
、
命
令
、
公
表
な
ど
、
か
な
り

厳
し
い
規
制
内
容
で
あ
り
生
活
環
境
の

悪
化
か
ら
住
民
を
守
る
上
で
評
価
で
き

る
内
容
と
な
っ
て
い
ま
す
。

「
違
法
民
泊
」
対
応
な
ど
今
後

の
取
り
組
み
が
大
事

し
か
し
、
こ
れ
で
全
て
の
不
安
が
解

消
し
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

委
員
会
で
は
、
近
隣
へ
の
告
知
期
間

が
７
日
前
ま
で
で
良
い
の
か
、
家
主
不

在
型
の
場
合
管
理
者
が
１
キ
ロ
以
内
と

い
う
が
ほ
ん
と
う
に
対
応
で
き
る
の
か
、

旅
館
業
法
が
求
め
て
い
る
火
災
含
め
た

安
全
や
衛
生
管
理
な
ど
ど
う
確
保
す
る

の
か
、
違
法
民
泊
の
摘
発
と
取
り
締
ま

り
を
ど
う
お
こ
な
っ
て
い
く
の
か
な
ど

上
げ
ら
れ
ま
し
た
。
区
は
、
規
則
等
で

の
対
応
も
含
め
て
検
討
す
る
と
の
こ
と

で
し
た
が
、
積
極
的
な
対
応
を
強
く
求

め
て
お
き
ま
す
。

簡
易
宿
所
に
も
玄
関
帳
場
、
営

業
従
事
者
の
常
駐
義
務
な
ど

関
連
し
て
提
出
さ
れ
た
、
荒
川
区
旅

館
業
法
施
行
条
例
の
一
部
改
正
に
も
触

れ
て
お
き
ま
す
。

今
回
の
規
制
実
施
で
年
間
１
１
５
日

し
か
営
業
で
き
な
い
民
泊
事
業
で
な
く
、

旅
館
業
法
に
基
づ
く
簡
易
宿
所
に
事
業

者
が
流
れ
る
こ
と
が
懸
念
さ
れ
て
い
ま

す
。
今
回
の
旅
館
業
法
施
行
条
例
の
一

部
改
正
は
、
簡
易
宿
所
に
も
玄
関
帳
場

を
設
置
、
営
業
時
間
中
の
営
業
従
事
者

の
常
駐
を
義
務
付
け
ま
し
た
。
旅
館
業

法
の
改
定
に
伴
う
政

令
で
旅
館
業
の
客
室

制
限
が
な
く
な
り
、

理
屈
の
上
で
は
一
部

屋
か
ら
で
も
事
業
を

お
こ
な
う
こ
と
が
可

能
と
な
り
ま
す
。
さ

ら
に
国
は
、
何
カ
所
か
の
施
設
を
一
カ

所
で
管
理
す
る
サ
テ
ラ
イ
ト
方
式
な
ど

も
可
能
だ
と
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
を
認

め
れ
ば
、
マ
ン
シ
ョ
ン
の
部
屋
、
空
き

家
等
含
め
、
場
所
が
離
れ
た
複
数
の
居

室
を
ま
と
め
て
簡
易
宿
所
営
業
す
る
こ

と
が
可
能
と
な
り
ま
す
。
委
員
会
で
の

質
疑
で
、
今
回
の
玄
関
帳
場
・
営
業
従

事
者
の
常
駐
義
務
づ
け
は
各
施
設
毎
が

対
象
で
あ
り
、
こ
の
改
正
に
よ
っ
て
サ

テ
ラ
イ
ト
方
式
は
で
き
な
い
と
の
答
弁

が
あ
り
ま
し
た
。
民
泊
問
題
は
、
こ
う

し
た
条
例
改
正
と
一
体
で
対
処
し
な
け

れ
ば
効
果
は
あ
り
ま
せ
ん
。
今
後
法
や

条
例
を
か
い
く
ぐ
る
事
業
者
が
出
な
い

と
も
限
り
ま
せ
ん
。
今
後
の
区
の
取
り

組
み
、
条
例
の
効
果
な
ど
逐
次
検
証
し
、

必
要
な
見
直
し
を
迅
速
に
お
こ
な
う
こ

と
が
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

「
理
想
の
子
供
数
を
持
た
な

い
理
由
」
で
断
ト
ツ
に
多
い
の

は
、
「
子
育
て
や
教
育
に
お
金

が
か
か
り
す
ぎ
る
か
ら
」
で
す
。

安
倍
首
相
は
、
当
然
こ
の
「
国

難
突
破
」
の
た
め
に
「
強
い
リ
ー

ダ
ー
シ
ッ
プ
を
発
揮
」
し
て

「
子
育
て
や
教
育
に
お
金
が
か

か
り
す
ぎ
る
」
現
状
を
変
え
て

も
ら
わ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

と
こ
ろ
が
、
教
育
予
算
を
削
減

し
て
き
た
の
が
安
倍
政
権

で
す
。
そ
し
て
、
日
本
の

教
育
へ
の
公
的
支
出
は
Ｏ
Ｅ
Ｃ

Ｄ
34
カ
国
で
最
低
で
す
。

安
倍
政
権
は
教
育
予
算
を
削

減
す
る
だ
け
で
な
く
、
グ
ラ
フ

に
も
あ
る
よ
う
に
、
子
育
て
世

帯
の
可
処
分
所
得
を
減
少
さ
せ

た
だ
け
で
な
く
、
貯
蓄
ゼ
ロ
の

世
帯
を
増
加
さ
せ
、
少
子
化
と

い
う
「
国
難
」
を
「
突
破
」
す

る
ど
こ
ろ
か
、
一
層
少
子
化
を

加
速
さ
せ
て
い
ま
す
。

４
月
27
日
の
区
議
会
本
会
議
で
可

決
さ
れ
た
「
住
宅
宿
泊
事
業
の
運
営

に
関
す
る
条
例
」
へ
の
横
山
区
議
の

賛
成
討
論
要
旨
を
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

討論をおこなう

横山幸次区議

京都市東山区では、生活道路や細い路地、袋

小路の中にまで、ドアに「テンキー」「インターホ

ン」が設置された簡易宿所、民泊が軒を連ね、

虫食い状態で営業。「旅館業」の建築看板を掲

げた一般住宅の増改築工事が目につきますう。

住民が追いやられる事態が進行しています。


